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○ 沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例（条例第28号）

１ 観光地形成促進地域等における事業税等に係る課税免除の適用について、その期限を２年延長すること

とした。（第３条から第９条まで及び第11条関係）

２ その他所要改正を行うこととした。（第12条関係）

３ この条例は、平成31年４月１日から施行することとした。（附則）

条 例

沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

平成31年３月30日

沖縄県知事 玉 城 康 裕

沖縄県条例第28号

沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する

条例

沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例（平成14年沖縄県条例第35号）の一部

を次のように改正する。

第３条から第９条までの規定及び第11条中「平成31年３月31日」を「平成33年３月31

日」に改める。

第12条第１項中「第10条第８項第５号」を「第10条第７項第６号」に、「第42条の４第

８項第６号」を「第42条の４第８項第７号」に、「第68条の９第８項第５号」を「第68条

の９第８項第６号」に改める。
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附 則

この条例は、平成31年４月１日から施行する。

２

30 10 12 金曜日 （号外第41号）
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